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は
じ
め
に

昨
年
（
二
〇
一
九
）
の
五
月
一
日
、
前
日
「
譲
位
」
さ
れ
た
上
皇
に
代

り
第
一
二
六
代
の
新
天
皇
に
皇
位
継
承
が
行
わ
れ
た
。
文
化
十
四
年
（
一

八
一
七
）
光
格
天
皇
の
譲
位
か
ら
約
二
百
年
ぶ
り
の
出
来
事
で
あ
る
。

当
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
の
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
平
成
二
十

四
年
（
二
〇
一
二
）
私
の
着
任
後
に
「
皇
室
関
係
資
料
文
庫
」
を
設
け
、

皇
室
の
歴
史
的
研
究
に
有
用
な
関
係
資
料
の
収
集
に
努
め
て
き
た
。
そ
の

一
環
と
し
て
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
光
格
天
皇
が
聖
護
院
の
仮
御
所

か
ら
新
造
の
内
裏
へ
還
幸
さ
れ
た
時
の
行
列
絵
巻
を
廉
価
で
入
手
し
て
、

廣
池
千
九
郎
記
念
館
で
一
般
に
展
示
し
た
こ
と
も
あ
る）

1
（

。

ま
た
、
こ
の
数
年
間
に
私
自
身
と
当
文
庫
の
関
係
者
（
橋
本
富
太
郎
・

久
禮
旦
雄
・
後
藤
真
生
の
三
氏
）
が
各
々
に
調
査
し
検
討
し
え
た
成
果
を

ま
と
め
た
『
光
格
天
皇
関
係
絵
図
集
成
』（
横
長
A
４
判
四
三
〇
頁
）
を

出
版
し）

2
（

、
そ
の
再
校
正
中
（
一
月
下
旬
）
に
京
都
の
古
書
店
か
ら
『
光
格

天
皇
御
琵
琶
始
之
図
』（
仮
題
）
一
軸
の
出
品
情
報
が
届
い
た
の
で
、
急

遽
個
人
で
購
入
し
て
、
近
く
研
究
所
へ
寄
贈
す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
こ
で
、
上
記
の
絵
図
集
成
に
は
、
こ
の
図
の
二
葉
を
カ
ラ
ー
口
絵
と

『
光
格
天
皇
御
琵
琶
始
之
図
』
に
関
す
る
覚
書

所　
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し
て
掲
載
し
、
序
論
に
簡
単
な
説
明
を
加
筆
し
た
が
、
全
容
の
解
明
は
後

日
を
期
す
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
承
け
て
、
と
り
急
ぎ
調
べ
た
こ
と

を
、
こ
こ
に
覚
書
と
す
る
。
博
雅
の
御
批
正
・
御
示
教
を
賜
わ
り
た
い
。

一　

帝
王
政
教
理
念
の
礼
と
楽

古
代
中
国
の
儒
学
（
儒
教
）
は
、
天
下
を
統
治
す
る
帝
王
の
教
学
と
し

て
役
立
て
ら
れ
た
。
そ
の
要
諦
が
礼
と
楽
で
あ
る
。
礼
（
形
の
秩
序
）
の

み
な
ら
ず
、
楽
（
心
の
調
和
）
こ
そ
重
要
な
所
以
は
、
た
と
え
ば
『
礼

記
』（
楽
記
）
に
左
の
ご
と
く
強
調
さ
れ
て
い
る）

3
（

。

・ 

楽
は
天
地
の
和
な
り
、
礼
は
天
地
の
序
な
り
。
和
す
る
故
に
百
物
皆

化
し
、
序
す
る
故
に
群
物
皆
別
あ
り
。

・ 

楽
は
聖
人
の
楽
し
む
所
な
り
。
而
し
て
以
て
民
心
を
善
く
す
。
そ
の

人
を
感
ぜ
し
む
る
こ
と
深
く
、
そ
の
風
を
移
し
俗
を
易
ふ

・ 

礼
は
民
の
心
を
節
し
、
楽
は
民
の
声
を
和
す
。
政
以
っ
て
こ
れ
を
行

ひ
、
刑
以
っ
て
こ
れ
を
防
ぐ
。
礼
楽
政
刑
、
四
つ
な
が
ら
達
し
て
も

と
ら
ざ
る
時
、
す
な
は
ち
王
道
備
は
れ
り
。

わ
が
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
儒
学
（
儒
教
）
を
早
く
大
和
時
代
（
五
世

紀
前
後
）
か
ら
受
け
入
れ
、
飛
鳥
時
代
（
ほ
ぼ
七
世
紀
）
に
礼
楽
思
想
を

基
調
と
す
る
律
令
国
家
の
形
成
に
努
め
た
。
そ
の
理
念
は
、
奈
良
時
代

（
ほ
ぼ
八
世
紀
）
か
ら
平
安
前
期
（
ほ
ぼ
九
世
紀
）
ま
で
勅
撰
六
国
史
に

も
、
平
安
中
後
期
（
ほ
ぼ
十
世
紀
）
以
降
の
勅
撰
和
歌
集
や
宮
廷
物
語
な

ど
に
も
脈
々
と
伝
わ
っ
て
い
る）

4
（

。

こ
の
よ
う
な
礼
楽
思
想
に
よ
り
重
ん
じ
ら
れ
た
音
楽
は
、
律
令
官
制
に

基
づ
い
て
設
け
ら
れ
た
治
部
省
の
雅
楽
寮
に
任
用
さ
れ
た
楽
人
た
ち
だ
け

で
な
く
、
天
皇
や
皇
族
・
貴
族
も
自
ら
演
奏
の
修
練
を
し
て
い
る
。
唐
か

ら
伝
来
し
た
正
倉
院
に
現
存
す
る
螺ら

鈿で
ん

紫
檀
の
「
五
絃
琵
琶
」・
阮げ

ん

咸か
ん

（
四
弦
琵
琶
）
や
琴
・
箏
・
笙
・
竽
・
笛
な
ど
も
、
聖
武
天
皇
の
も
と
で

実
用
さ
れ
た
遺
品
と
み
ら
れ
る）

5
（

。

二　

平
安
以
来
の
名
器
と
秘
曲

そ
の
う
え
、
古
代
か
ら
天
皇
も
重
視
さ
れ
た
琵
琶
は
、
平
安
時
代
に

「
玄
上
」（
玄
象
）
と
い
う
名
器
が
現
れ
、
特
別
な
扱
い
を
受
け
て
き
た
。

そ
の
来
歴
に
つ
い
て
は
、『
三
代
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
藤
原
貞
敏
が
「
遣

唐
使
准
判
官
」
と
し
て
承
和
五
年
（
八
三
五
）
入
唐
し
、「
能
く
琵
琶
を

弾
く
者
劉
二
郎
」
か
ら
「
譜
数
十
巻
を
贈
」
ら
れ
、「
劉
の
娘
」
か
ら

「
新
声
数
曲
を
習
」
い
、
翌
年
離
唐
に
先
立
ち
「
紫
檀
紫
藤
琵
琶
一
面
」

を
贈
ら
れ
て
い
る）

6
（

。
そ
の
琵
琶
は
、「
唐
琵
琶
師
」
の
名
に
因
ん
で
「
玄

上
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
「
撥
面
に
黒
き
象
を
か
け
る
に
よ

り
て
玄
象
と
い
ふ
」
と
も
伝
え
ら
れ
る）

7
（

。

こ
の
玄
上
（
玄
象
）
は
、「
延
喜
・
天
暦
の
治
」
を
親
政
さ
れ
た
醍
醐

天
皇
・
村
上
天
皇
の
御
物
と
し
て
、
清
涼
殿
の
御
厨
子
に
納
め
珍
重
さ
れ

た
（『
江
談
抄
』）。
そ
の
た
め
、「
名
器
の
中
、
そ
の
徳
尤
も
勝
れ
、
天
地
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を
感
ぜ
し
む
」（『
琵
琶
合
記
』）
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
を
弾
く
際
は
「
兼

日
（
あ
ら
か
じ
め
）
し
ゃ
う
じ
ん
（
精
進
）
し
て
、
う
ち
う
ち
こ
れ
を
い

の
る
」（『
胡
琴
教
録
』）
ほ
ど
厳
重
に
扱
わ
れ
て
い
る）

8
（

。

一
方
、
こ
の
よ
う
な
名
器
で
演
奏
さ
れ
る
楽
曲
も
、
や
が
て
特
定
の
三

曲
が
「
秘
曲
」
と
し
て
格
別
視
さ
れ
た
。『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
』
を

解
説
し
翻
刻
さ
れ
た
相
馬
万
里
子
氏）

9
（

に
よ
る
と
、「
琵
琶
の
最
秘
曲
」
は
、

「
遣
唐
使
藤
原
貞
敏
が
、
唐
の
簾
承
武
よ
り
伝
授
し
た
と
い
う
、
揚
真

操
・
石
上
流
泉
・
啄
木
」
の
三
曲
を
さ
す
が
、「
石
上
流
泉
の
異
伝
か
と

考
え
ら
れ
」
る
「
上
原
石
上
泉
」
は
、「
村
上
帝
」
か
「
西
宮
左
大
臣
」

源
高
明
（
共
に
醍
醐
天
皇
の
皇
子
）
ら
が
、
月
夜
に
琵
琶
を
弾
い
て
い
た

と
こ
ろ
、（
唐
か
ら
）
簾
承
武
の
霊
が
飛
来
し
て
授
け
た
と
い
う
不
思
議

な
伝
説
を
持
つ）

10
（

。

こ
の
琵
琶
を
帝
王
に
必
須
の
特
別
な
教
養
と
し
て
、
十
三
歳
で
元
服
す

る
こ
ろ
か
ら
習
得
に
励
ま
れ
た
の
は
後
鳥
羽
天
皇
で
あ
る
。
そ
の
上
達
は

目
覚
ま
し
く
、
譲
位
後
の
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
二
十
六
歳
で
「
御

師
」（
師
匠
）
の
藤
原
定
輔
か
ら
「
琵
琶
秘
曲
」
を
す
べ
て
伝
授
さ
れ
、

名
器
の
「
玄
象
」
を
弾
い
て
お
ら
れ
る）

11
（

。

し
か
も
、
こ
の
年
は
、
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
醍
醐
天
皇
の
も
と
で
初

の
勅
撰
和
歌
集
が
作
ら
れ
て
か
ら
三
百
年
目
に
、
後
鳥
羽
上
皇
が
『
新
古

今
和
歌
集
』
を
作
ら
れ
、
祝
賀
の
竟
宴
を
開
か
れ
て
い
る
か
ら
、
い
わ
ゆ

る
延
喜
の
治
を
文
化
的
に
継
承
再
現
す
る
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
と
み
ら

れ
る
。

三　

持
明
院
統
流
の
琵
琶
相
承

『
天
皇
の
音
楽
史
』
を
著
さ
れ
た
豊
永
聡
美
氏
は
、
相
馬
万
里
子
氏
の

研
究
（
注
９
）
を
ふ
ま
え
て
、
天
皇
の
権
威
を
保
証
す
る
「
楽
器
」
と
し

て
、
後
鳥
羽
上
皇
の
実
績
に
よ
り
、
平
安
時
代
ま
で
の
笛
に
代
っ
て
琵
琶

が
重
ん
じ
ら
れ
、「
本
格
的
な
〝
琵
琶
〞
の
時
代
が
始
ま
る
」
こ
と
、
し

か
も
、
後
嵯
峨
天
皇
以
後
「
両
統
迭
立
期
に
な
る
と
、
持
明
院
統
流
の
天

皇
に
と
っ
て
習
得
す
る
べ
き
楽
器
は
琵
琶
を
継
承
す
る
が
、
大
覚
寺
統
の

天
皇
は
（
従
来
ど
お
り
）
笛
を
代
々
習
得
す
る
よ
う
に
な
る
」
こ
と
を
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る）

12
（

。

す
な
わ
ち
、
後
鳥
羽
上
皇
の
信
頼
が
篤
く
言
動
を
共
に
さ
れ
た
順
徳
天

皇
は
、
建
保
六
年
（
一
二
一
八
）
有
名
な
「
中
殿
（
清
涼
殿
）
御
会
」
の

管
弦
御
遊
で
、
み
ず
か
ら
名
器
「
玄
上
」
を
弾
か
れ
た
が
、
そ
の
直
前
に

「
御
師
」
藤
原
定
輔
か
ら
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
三
年
後

（
一
二
二
一
）
承
久
の
変
に
よ
り
、
後
鳥
羽
・
順
徳
両
上
皇
が
隠
岐
と
佐

渡
へ
流
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
皇
位
は
後
鳥
羽
上
皇
の
孫
に
あ
た
る
後
嵯

峨
天
皇
か
ら
そ
の
子
孫
へ
と
受
け
継
が
れ
、
後
深
草
天
皇
の
持
明
院
統
系

と
、
亀
山
天
皇
の
大
覚
寺
統
が
交
互
に
即
位
す
る
「
両
統
迭
立
」
と
な
っ

た
。
そ
の
間
に
琵
琶
の
秘
曲
は
、
持
明
院
統
の
後
深
草
天
皇
│
伏
見
天
皇

│
後
伏
見
天
皇
│
光
厳
天
皇
│
後
光
厳
天
皇
へ
と
伝
授
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
後
醍
醐
天
皇
は
大
覚
寺
統
で
あ
る
が
、
両
統
迭
立
を
克
服
し
よ
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う
と
し
て
、
琵
琶
も
熱
心
に
習
得
さ
れ
た
。
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
西

園
寺
実
兼
か
ら
秘
曲
「
流
泉
」
を
伝
授
さ
れ
、
翌
年
に
は
実
兼
の
後
継
者

今
出
川
兼
季
か
ら
最
秘
曲
「
啄
木
」
を
も
伝
授
さ
れ
て
い
る
（『
秘
曲
御

伝
授
記
』『
啄
木
御
手
授
記
』）。

ま
た
、
平
安
末
期
の
藤
原
師
長
（
頼
長
の
長
男
）
が
琵
琶
譜
を
集
成
し

た
『
三
五
要
録
』
は
、
師
長
か
ら
秘
伝
を
授
け
ら
れ
た
藤
原
孝
道
か
ら
三

代
を
経
て
後
村
上
天
皇
へ
と
伝
え
ら
れ
た
正
平
二
十
年
（
一
三
六
五
）
の

奥
書
を
持
つ
写
本
が
「
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
」
の
中
に
あ
る）

13
（

。
大
覚
寺

統
の
歴
代
も
、
琵
琶
秘
曲
の
相
伝
を
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
、
豊
永
聡
美
氏）

14
（

に
よ
れ
ば
、
帝
王
の
演
奏
さ
れ
る
楽
器
の
う
ち
、

琵
琶
は
持
明
院
統
の
歴
代
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
が
、「
琵
琶
の
本
家
で

あ
る
崇
光
流
伏
見
宮
家
出
身
の
後
花
園
は
…
…
後
光
厳
流
の
後
小
松
に
な

ら
い
、
笙
と
筝
を
帝
器
と
し
た
」。
そ
の
た
め
、「
戦
国
・
江
戸
時
代
に
お

け
る
…
…
主
た
る
帝
器
は
、
あ
く
ま
で
も
笙
と
筝
で
あ
り
…
…
琵
琶
が
天

皇
の
楽
器
に
返
り
咲
く
こ
と
は
な
く
、
…
…
伏
見
宮
家
は
琵
琶
の
家
と
し

て
、
そ
の
伝
承
を
継
承
し
て
い
く
」。「
そ
の
後
、
音
楽
の
習
得
に
対
す
る

執
着
が
薄
れ
は
す
る
も
の
の
、
江
戸
時
代
最
後
の
孝
明
天
皇
ま
で
、
笙
や

筝
を
帝
器
と
す
る
時
代
が
続
く
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

四　

光
格
天
皇
の
琵
琶
の
御
所
作

文
正
元
年
（
一
四
六
六
）、
後
土
御
門
天
皇
の
大
嘗
会
に
「
清
暑
堂
御

遊
」
が
行
わ
れ
、
伏
見
宮
貞
常
親
王
か
ら
今
出
川
教
季
へ
と
琵
琶
の
撥
合

が
伝
授
さ
れ
た）

15
（

。
し
か
し
、
こ
の
翌
年
に
起
き
た
応
仁
の
乱
以
降
、
い
わ

ゆ
る
戦
国
時
代
に
大
嘗
祭
な
ど
宮
廷
の
重
要
な
儀
式
も
祭
祀
も
長
ら
く
中

絶
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
天
皇
が
琵
琶
の
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
る
儀
式
も
、

段
々
行
わ
れ
難
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
本
格
的
に
再
興
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
が
、
光
格
天

皇
だ
と
想
わ
れ
る
。『
光
格
天
皇
実
録
』）

16
（

に
は
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）

か
ら
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
ま
で
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
（
網
文
）
が

み
え
る
。

① 

寛
政
九
年
一
月
五
日
「
滝
笛
吹
始
・
琵
琶
弾
始
を
行
わ
せ
ら
る
」

② 

同
九
年
五
月
二
十
六
日
「
天
皇
、
始
て
琵
琶
を
前
右
大
臣
西
園
寺
賞
季

に
学
び
給
ふ
。
朝
餉
間
に
出
御
、
琵
琶
始
あ
ら
せ
ら
る
。
前
右
大
臣
西

園
寺
賞
季
、
仰
に
依
り
萬
歳
楽
譜
を
献
上
す
」

③ 

同
九
年
七
月
十
四
日
「
笙
…
…
琵
琶
の
御
所
作
あ
ら
せ
ら
る
」

④ 

同
九
年
十
月
十
七
日
「
小
御
所
に
於
て
管
弦
御
遊
を
行
は
る
。（
天
皇
）

琵
琶
の
御
所
作
あ
ら
せ
ら
る
」

⑤ 

同
十
年
一
月
二
十
二
日
・
⑦
二
月
十
三
日
・
⑧
二
月
十
八
日
・
⑨
三
月

五
日
・
⑩
三
月
十
三
日
・
⑪
三
月
二
十
二
日
・
⑫
三
月
二
十
五
日
・
⑭

三
月
二
十
九
日
「
小
座
敷
に
於
て
…
…
管
弦
の
御
遊
あ
り
。（
天
皇
）

笙
・
笛
・
琵
琶
の
御
所
作
あ
ら
せ
ら
る
」

⑥ 

同
十
年
二
月
十
日
「
無
染
亭
に
於
て
管
弦
の
御
遊
を
行
は
る
。（
天
皇
）
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笙
・
笛
・
琵
琶
の
御
所
作
あ
ら
せ
ら
る
」

⑬ 
同
十
年
三
月
二
十
六
日
「
小
御
所
東
廊
に
於
て
御
楽
始
を
行
は
る
。

（
天
皇
）
出
御
、
琵
琶
の
御
所
作
あ
ら
せ
ら
る
」

⑮ 

同
十
年
四
月
十
八
日
・
⑯
四
月
二
十
一
日
・
⑱
五
月
一
日
「
石
灰
壇
に

於
て
御
拝
あ
ら
せ
ら
る
。
…
…
管
弦
の
御
遊
あ
り
。（
天
皇
）
笙
・

笛
・
琵
琶
の
御
所
作
あ
ら
せ
ら
る
」

⑰ 

同
十
年
四
月
二
十
八
日
・
⑳
五
月
八
日
・
㉒
五
月
十
六
日
・
㉓
七
月
七

日
・
㉖
八
月
二
十
一
日
・
㉗
八
月
二
十
四
日
・
㉘
九
月
十
四
日
・
㉙
九

月
二
十
五
日
・
㉚
十
月
二
日
・
㉛
十
月
四
日
・
32
十
月
十
七
日
「
管
弦

の
御
遊
あ
り
。（
天
皇
）
笙
・
笛
・
琵
琶
の
御
所
作
あ
ら
せ
ら
る
」

⑲ 

同
十
年
五
月
四
日
・
㉑
五
月
十
三
日
・
㉔
七
月
二
十
三
日
「
管
弦
の
合

奏
あ
り
。（
天
皇
）
笙
・
笛
・
琵
琶
の
御
所
作
あ
ら
せ
ら
る
」

※ 

33
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
六
月
二
十
日
「
前
内
大
臣
今
出
川
実
種
、

琵
琶
大
曲
譜
面
を
西
園
寺
寛
季
に
還
付
す
」（『
史
料
稿
本
』）

34 

享
和
二
年
三
月
二
十
四
日
・
38
文
化
四
年
九
月
二
十
八
日
「
奏
楽
始
・

天
皇
、
琵
琶
を
御
す
」（『
史
料
稿
本
』）

35 

享
和
三
年
八
月
二
十
八
日
・
37
文
化
二
年
十
二
月
二
十
一
日
「
小
御
所

に
於
て
管
弦
を
行
は
る
。（
天
皇
）
琵
琶
の
御
所
作
あ
ら
せ
ら
る
」

39 

文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
九
月
二
十
八
日
・
42
同
八
年
九
月
二
十
日

「
御
楽
始
を
行
は
る
。（
天
皇
）
琵
琶
の
御
所
作
あ
ら
せ
ら
る
」

43 

文
化
十
二
年
（
一
八
一
六
）
十
月
十
日
「
盛
化
門
院
（
近
衛
維
子
）
の

三
十
三
回
忌
に
よ
り
…
…
禁
中
に
於
て
懺
法
講
を
行
は
る
。（
天
皇
）

出
御
あ
ら
せ
ら
れ
、
初
日
に
は
琵
琶
、
二
日
に
は
筝
、
三
日
に
は
笛
の

御
所
作
を
行
は
る
」

〈
以
上
は
在
位
中
、
以
下
は
譲
位
後
〉

44 

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
九
月
二
十
一
日
「（
上
皇
）
修
学
院
離
宮
に

御
幸
あ
ら
せ
ら
る
。
窮
邃
軒
に
於
て
和
歌
御
会
を
行
は
る
。
又
当
座
和

歌
御
会
あ
り
。
次
に
管
絃
の
御
遊
あ
り
。
笛
・
笙
・
筝
・
琵
琶
の
御
所

作
あ
ら
せ
ら
る
」

45 

同
七
年
十
月
二
十
二
日
・
49
同
十
一
年
三
月
十
三
日
・
◯54
同
十
二
年
十

月
十
九
日
・
◯55
天
保
四
年
九
月
二
十
一
日
「
小
御
所
に
於
て
管
弦
の
御

遊
あ
り
。（
上
皇
）
笛
・
琵
琶
の
御
所
作
あ
ら
せ
ら
る
」

46 

同
八
年
十
月
二
十
三
日
「
修
学
院
離
宮
に
御
幸
あ
ら
せ
ら
る
。
先
づ
寿

月
夜
に
渡
御
…
…
管
弦
の
御
遊
あ
り
。（
上
皇
）
羯
鼓
・
笛
・
琵
琶
の

御
所
作
あ
ら
せ
ら
る
」

47 

同
九
年
三
月
二
十
三
日
・
48
同
十
年
九
月
二
十
一
日
・
50
同
十
一
年
三

月
二
十
三
日
「
修
学
院
離
宮
に
御
幸
あ
ら
せ
ら
る
。
…
…
寿
月
観
に
於

て
管
弦
の
御
遊
あ
り
。
琵
琶
・
笛
（
48
で
は
筝
・
50
で
は
筝
も
笛
も
）

の
御
所
作
あ
ら
せ
ら
る
」

◯52 

同
十
三
年
三
月
十
六
日
・
◯53
天
保
二
年
十
月
十
七
日
・
◯54
同
三
年
三
月

二
十
三
日
・
◯56
同
六
年
四
月
七
日
・
◯57
同
七
年
四
月
七
日
「
修
学
院
離

宮
に
御
幸
あ
ら
せ
ら
る
。
…
…
寿
月
夜
に
於
て
管
弦
の
御
遊
を
行
は

る
。
笛
・
羯
鼓
（
◯53
で
は
筝
・
◯54
で
は
横
笛
・
◯56
で
は
太
鼓
）
と
琵
琶

の
御
所
作
あ
ら
せ
ら
る
」



No. 85, 2020　30モラロジー研究

以
上
の
ご
と
く
在
位
中
の
後
半
（
二
十
七
歳
か
ら
二
十
年
間
）
に
四
十

数
回
、
譲
位
後
（
四
十
七
歳
か
ら
二
十
三
年
間
）
で
も
十
回
以
上
、
琵
琶

の
御
所
作
を
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
前
後
に
例
の

な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
光
格
天
皇
が
単
に
琵
琶
を
好
ま
れ
た
か
ら
だ
け
で

な
く
、
後
鳥
羽
天
皇
以
来
「
帝
器
」
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
、
と
り
わ
け
後

深
草
天
皇
以
降
の
持
明
院
統
流
の
歴
代
が
琵
琶
秘
曲
の
相
承
を
皇
位
継
承

の
文
化
的
な
権
威
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
き
た
故
実
を
再
興
す
る
意
図
を

も
っ
て
励
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
想
わ
れ
る
。

五　

寛
政
九
年
の
「
御
琵
琶
始
」

こ
の
う
ち
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
五
月
二

十
六
日
の
「
琵
琶
始
」
で
あ
る
。『
光
格
天
皇
実
録
』
同
日
条
に
、
次
の

よ
う
な
史
料
が
引
載
さ
れ
て
い
る
（
イ
・
ハ
は
原
漢
文
を
書
き
下
す
）。

（
イ
）『
禁
裏
執
次
諸
所
日
記
』

　

 

午
刻
前
、
琵
琶
始
を
済
し
為
さ
れ
候
旨
、
奥
よ
り
表
使
を
以
て
仰
せ
出

さ
れ
、
御
付
象
奥
へ
表
使
を
以
て
御
歓
び
申
し
上
げ
ら
れ
、
表
の
伝
奏

衆
・
議
奏
衆
へ
当
番
を
以
て
申
し
上
げ
ら
れ
、
取
次
・
御
賄
頭
奥
へ
想

悦
申
し
上
る
。

（
ロ
）『
御
湯
殿
上
日
記
』

　

 

御
琵
琶
は
じ
め
に
て
、
あ
さ
か
れ
ゐ
へ
出
御
。
く
御
、
御
引
直
衣
、
御

ひ
と
へ
・
御
う
ち
ば
か
ま
な
り
。
内
々
御
け
ん
有
り
。
西
園
寺
前
右
府

殿
、
御
師
範
申
し
入
ら
る
。
右
に
付
き
内
侍
所
へ
御
ま
な
一
折
、
御
す

ゞ
ま
い
る
。
御
く
ま
ま
い
る
。
西
園
寺
前
右
府
殿
へ
黄
金
二
十
両
、
御

絹
三
疋
、
二
種
一
か
、
奉
書
に
て
た
（
賜
）
ぶ
。
と
り
（
取
）
次
御
使

な
り
。

（
ハ
）『（
正
親
町
）
公
明
卿
記
』

　

 

主
上
の
御
琵
琶
始
、
御
師
範
前
右
大
臣
（
西
園
寺
）
賞
季
公
、
仰
せ
に

依
り
萬
歳
楽
﹇
只
拍
子
﹈
の
譜
を
献
ず
。
四
月
二
十
四
日
に
之
を
献
ぜ

ら
れ
る
。
壇
紙
同
じ
二
枚
を
以
て
之
を
裹つ
つ

み
、
脚
筥
に
居（

据
）ゑ

﹇
結
び
申

さ
ず
﹈、
上
下
押
し
折
り
斗
り
な
り
﹇
折
目
ヲ
ツ
ケ
ズ
﹈。
旧
例
云
々
。

萬
歳
楽
〔
只
拍
子
〕

之
を
授
け
奉
り
訖
ん
ぬ
。 

／
従
一
位
藤
原
賞
季

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
光
格
天
皇
（
二
十
七
歳
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
御
師

範
」
の
前
右
大
臣
西
園
寺
賞
季
（
五
十
五
歳
）
に
仰
せ
て
「
萬
歳
楽
」
の

楽
譜
を
献
ぜ
し
め
ら
れ
、（
そ
れ
か
ら
稽
古
さ
れ
た
上
で
）、
当
日
午
前
、

御
引
直
衣
・
御
単
・
御
内
袴
の
衣
装
を
召
し
て
、
御
常
御
殿
か
ら
清
涼
殿
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へ
出
御
さ
れ
た
。
そ
の
朝
餉
間
に
お
け
る
「
琵
琶
始
」（
御
稽
古
初
）
の

所
作
な
ど
は
後
述
す
る
が
、（
ロ
）『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

に
ち
な
み
内
侍
所
（
賢
所
）
で
お
供
え
し
御
鈴
を
鳴
ら
す
祈
願
が
行
わ

れ
、
ま
た
御
師
匠
の
西
園
寺
賞
季
に
高
額
な
金
品
を
賜
わ
っ
て
い
る
。

六　
『
御
琵
琶
始
之
図
』
の
全
容

こ
の
光
格
天
皇
に
よ
り
再
興
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
御
琵
琶
始
」
に
関

す
る
資
料
は
、
管
見
の
限
り
僅
か
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
そ
れ
に

つ
い
て
描
い
た
絵
巻
『
光
格
天
皇
御
琵
琶
始
之
図
』
一
軸
（
27
㎝
×
８
ｍ

４
㎝
）
を
京
都
の
古
書
店
か
ら
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
保
存
状
態
の

良
い
紙
本
着
色
の
絵
巻
で
あ
る
が
、
そ
の
全
容
を
モ
ノ
ク
ロ
図
版
に
よ

り
、
末
尾
に
掲
出
す
る
。

そ
の
図
中
に
記
さ
れ
る
人
物
の
注
記
と
説
明
の
詞
書
を
抄
出
す
れ
ば
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
（
丸
括
弧
内
は
説
明
補
注
）。

①
左
京
権
亮
嗣
武
（
赤
袍
。
前
に
笠
持
の
白
衣
二
人
）

②
勘
解
由
判
官
正
邦
（
赤
袍
。
前
に
青
衣
二
人
）

③
右
近
大
夫
珍
賢
（
赤
袍
。
前
に
灰
衣
二
人
）

④
左
馬
助
親
臣
朝
臣
（
黒
袍
。
前
に
橙
衣
二
人
。
後
に
茶
衣
二
人
）

⑤
車
副
（
白
衣
二
人
）
／
⑥
※
（
巴
紋
の
手
輿
。
白
衣
輿
丁
九
人
）

⑦
御
笠
持
（
白
衣
。
前
に
灰
衣
二
人
）
／
⑧
雨
皮
持
（
白
衣
）

⑨
雑
色
長
／
⑩
雑
色
（
灰
衣
。
合
計
九
人
）

⑪
御
琵
琶
長
櫃
（
橙
衣
櫃
持
四
人
。
前
に
灰
衣
二
人
）

⑫
白
丁
（
白
衣
六
人
）

⑬
近
衛
（
灰
衣
弓
持
四
人
）

⑭
※
（
板
輿
。
白
衣
輿
丁
六
人
。
後
に
白
衣
笠
持
・
灰
衣
童
子
）

⑮
侍
淡
路
守
源
篤
敏
（
灰
袍
。
後
に
灰
衣
三
人
・
白
衣
三
人
）

A
（
和
文
の
詞
書
）

⑯
※
（
殿
門
の
内
外
に
長
櫃
と
黒
袍
一
人
・
赤
袍
三
人
・
灰
衣
五
人
）

B
（
漢
文
）
／
C
（
和
文
）

⑰
※
（
殿
内
と
廊
下
に
座
し
琵
琶
を
弾
く
黒
袍
の
二
人
）

D
（
和
文
）
／
E
（
和
文
）
／
F
（
奥
書
）

〈
詞 

書
〉
※
和
文
に
句
読
点
、
B
の
漢
文
に
返
点
・
送
り
仮
名
を
加
え
た
。

A　

 

御
車
は
右
大
臣
の
た
て
さ
せ
給
ふ
程
に
す
ゑ
て
／
を
り
さ
せ
給
ふ
御

簾
を
公
理
朝
臣
か
ゝ
げ
ら
る
。 

 

 

御
沓
は
親
臣
朝
臣
捧
奉
る
御
裾
を
雑
色
／
長
左
将
監
下
毛
野
敦
光
取

も
た
げ
て
随
ふ
。
置
路
を
あ
り
き
給
ひ
、
建
美
和
能
／
恭
礼
の
門
を

い
ら
せ
給
ひ
、
南
殿
の
御
後
を
経
て
、
明
義
門
を
出
、
無
名
門
を
い

り
、
小
板
／
敷
よ
り
殿
上
に
昇
給
ふ
。
御
沓
を
公
理
朝
臣
取
て
、
諸

大
夫
・
雑
色
に
伝
ふ
。
御
比
巴
／
の
長
櫃
を
軒
廊
の
辺
に
舁
す
へ
、

諸
大
夫
雑
色
な
ど
、
た
ち
寄
て
、
覆
を
と
り
紐
／
を
と
き
蓋
を
あ
け

て
／
御
器
を
袋
よ
り
取
出
し
て
、
公
理
朝
臣
に
渡
し
ま
い
ら
す
。
／
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こ
れ
を
鬼
門
に
も
ち
行
て
／
さ
し
お
か
る
と
ぞ
。

　

内
の
御
次
第
は
忠
頼
朝
臣
／
注
し
奉
ら
れ
し
を
／
其
侭
奥
に
し
る
す
。

B　

 
当
日
、
御
師
匠
人
参
レ

内
ニ

、
着
ク二

殿
上
座
ニ一

　
　

時
剋
、
出
二

御
シ
タ
マ
フ

 

朝
餉
ノ

御
座
ニ一

次
ニ

以
テ二

頭
ノ

蔵
人
ヲ一

召
ス二　

御
師
ノ

匠
人
ヲ一

。
其
人
／
参
二

進
ス　

御
前
ニ

次
ニ

頭
蔵
人
取
テ二　

御
琵
琶
ヲ一

参
進
シ

置
ク二

／
御
座
ノ

前
ニ一

次
ニ

五
位
ノ

蔵
人
取
リ二

私
ニ

琵
琶
ヲ一

置
ク二

御
／
師
匠
人
ノ

座
前
ニ一

次
ニ

令
メレ

調
ヘ二

御
琵
琶
ヲ一

御
フ

。
／
次
ニ

御
師
ノ

匠
人
同
ク

調
フレ

之
ヲ

。

次
ニ

御
師
ノ

匠
人
弾
ク二

七
撥
ヲ一

／
次
ニ

奉
ルレ

授
ケ二

万
歳
楽
ヲ一

。

次
ニ

御
所
作
ア
ラ
セ
ラ
ル

／
次
ニ

令
メレ

置
カ二

御
琵
琶
ヲ一

御
フ

。

次
ニ

初
役
人
参
進
シ
テ

取
リ二　

御
琵
琶
ヲ一

／
置
ク二

本
所
ニ一

。

次
ニ

御
師
匠
人
退
出
ス

。
／
次
ニ

入
御
シ
タ
マ
フ

。

C　

 

け
ふ
の
御
そ（

所
作
）さ

の
御
器
は
、
千
年
と
い
へ
る
／
う
ち
の
御
も
つ
也
。

そ
う
し
御
式
と
も
は
て
ぬ
れ
ば
、
更
に
御
所
の
か
た
に
／
ま
い
り
給

ひ
、
御
対
面
の
こ
と
あ
り
て
、
本
路
を
経
て
し
り
ぞ
き
ま
か
ら
せ
／

給
ふ
。

D　

 

御
前
の
事
共
は
て
ぬ
れ
ば
、
本
路
を
へ
て
／
か
へ
り
ま
か
ら
せ
給

ふ
。
御
行
粧
の
外
に
、
武
士
な
ど
の
け（
警
固
）ひ

ご
も
あ
れ
ど
、
く
だ
〳
〵

し
け
れ
ば
／
か
き
も
ら
し
つ
。
御
家
に
か
へ
り
入
せ
給
れ
バ
、
内
よ

り
も
女勾
当
内
侍房

の
御
文
も
て
、
御
禄
な
ん
ど
／
た
ま
は
ら
せ
ら
る
御
文

を
、
左
に
／
う
つ
し
と
ゞ
め
ぬ
。

E 
 

※
散
し
書
き
を
１
〜
15
の
順
に
直
す
。
吉
野
健
一
氏
の
示
教
に
よ
る
。

１
く
ば
う
殿
／
よ
り
／
２
御
琵
琶
／
は
じ
め
／
に
て
／
３
け
ふ
ハ
／

４
め
で
た
く
／
あ
さ
か
ら
ず
／
御
満
ぞ
く
に
／
５
覚
し
め
し
候
。
／

６
此
黄
金
／
二
十
両
／
御
き
ぬ
／
三
疋
／
７
二
し
ゆ
壱
荷
／
い
わ
ゐ

ま
い
ら
せ
候
て
／
た
び
／
８
前
右
府
殿
／
９
御
師
範
に
／
ま
い
ら
れ

／
10
此
道
／
御
け
ん
／
栄
の
／
御
事
と
／
11
め
で
た
さ
／
12
い
わ
ゐ

／
覚
し
候
よ
し
／
心
得
候
て
／
13
な
を
〳
〵
／
御
き
げ
ん
／
と
も
よ

く
／
14
か
し
給
候
／
15
給
候
。
／
か
し
く
。

〆 
 

 

さ
い
を
ん
寺
／
前
右
府
ど
の
へ

F　

 

御
使
御
ま
へ
ち
か
く
め
し
て
、
御
請
文
を
た
ぶ
。
／
御
使
の
禄
給
り

て
ま
か
る
。
夕
つ
か
た
さ
ら
に
ま
い
ら
せ
給
ふ
〈
よ
の
つ
ね
／
の
儀

也
〉。
け
ふ
の
御
よ
ろ
こ
び
／
と
て
、
小
御
所
に
お
ゐ
て
糸
た
け
を

聞
召
給
ふ
。
は
じ
め
て
御
所
作
は
あ
り
ぬ
と
ぞ
、
／
こ
れ
も
延
文
か

く
や
ら
む
。
殿
下
を
初
奉
り
、
上
達
部
雲
客
、
ミ
な
〳
〵
参
り
つ
ど

ひ
／
給
ふ
人
々
。

殿
下
〈
政
熈
公
／
笛
〉・
弾
正
親
王
〈
美
仁
／
箏
〉・
聖
護
院
宮
〈
盈

仁
／
筝
〉・

大
臣
殿
〈
比
巴
〉・
前
内
大
臣
〈
実
起
公
／
笛
〉・
正
親
町
前
大
納
言

〈
公
明
卿
／
笙
〉・
今
出
川
大
納
言
〈
実
種
卿
／
比
巴
〉・
日
野
大
納

言
〈
資
矩
卿
／
箏
〉・
四
辻
中
納
言
〈
公
万
卿
／
箏
〉・
久
世
前
宰
相

〈
通
根
卿
／
篳
篥
〉・
三
位
中
将
〈
尚
季
卿
／
比
巴
〉・
梅
園
三
位

〈
実
兄
卿
／
笙
〉・
豊
岡
三
位
〈
和
資
卿
／
篳
篥
〉・
園
池
三
位
〈
公

翰
卿
／
笛
〉・
正
親
町
中
将
〈
実
光
朝
臣
／
箏
〉・
花
園
少
将
〈
実
章
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朝
臣
／
比
巴
〉・
櫛
笥
少
将
〈
隆
邑
朝
臣
／
笙
〉・
川
鰭
少
将
〈
公
陳

朝
臣
／
篳
篥
〉・
久
世
侍
従
〈
通
理
／
篳
篥
〉・
堀
川
侍
従
〈
親
実
／

笙
〉
等
也
。
御
楽
ハ
平
調
万
歳
楽
、
五
常
楽
〈
急
〉、
林
／
歌
〈
残

楽
／
三
反
〉、

抜
頭
慶
徳
残
楽
の
比
巴
は
、
主
上
の
御
所
さ
な
り
け
る
と
ぞ
。
げ
に

有
が
た
く
／
め
で
た
か
り
き
。

G　

 

文
化
二
乙
丑
五
月
日　
　

猪
飼
正
穀
自
写
之
／
（
朱
印
）　

□
□　

（
朱
印
）「
正
穀
之
印
」

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
日
（
寛
政
九
年
五
月
二
十
六
日
）、
光
格
天
皇

（
二
十
七
歳
）
が
（
お
そ
ら
く
）
御
常
御
殿
か
ら
清
涼
殿
へ
移
御
さ
れ
る

行
列
に
は
、
①
〜
⑮
の
人
々
が
随
従
し
て
い
る）

17
（

。

A　

そ
の
御
車
か
ら
下
御
さ
れ
る
際
、
右
大
臣
の
二
条
忠
良
（
二
十
四

歳
）
と
参
議
直
前
の
裏
辻
公
理
（
四
十
二
歳
）
と
今
出
川
家
に
仕
え
る
山

本
親
臣
と
雑
色
長
を
務
め
る
左
将
監
の
下
毛
野
敦
光
ら
が
奉
仕
し
て
い

る
。つ

ぎ
に
、
そ
こ
か
ら
天
皇
は
「
置
路
」（
莚
道
か
）
を
歩
か
れ
、
恭
礼

門
か
ら
紫
宸
殿
の
御
後
を
経
て
明
義
門
よ
り
無
名
門
を
入
っ
て
、
小
板
敷

か
ら
清
涼
殿
の
殿
上
に
昇
ら
れ
た
。

そ
の
際
「
御
比
巴
（
琵
琶
）
の
長
櫃
」
は
、
軒
廊
の
辺
に
据
え
、
諸
大

夫
や
雑
色
な
ど
が
覆
を
取
り
紐
を
解
き
蓋
を
開
け
て
「
御
器
」（
琵
琶
）

を
袋
か
ら
取
り
出
し
裏
辻
公
理
に
渡
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
清
涼
殿
内
で
行
わ
れ
た
「
御
次
第
」
は
、
新
参
議
の
中
山
忠

頼
（
二
十
歳
）
が
「
注
し
奉
ら
れ
」
た
記
録
に
次
の
ご
と
く
み
え
る
。

B　

当
日
、「
御
師
匠
人
」
の
西
園
寺
賞
季
が
参
内
し
て
、
清
涼
殿
の
殿

上
座
に
着
く
と
、
天
皇
は
「
朝
餉
の
御
座
」
に
出
御
さ
れ
る
。

つ
い
で
頭
の
蔵
人
（
蔵
人
頭
）
の
正
親
町
実
光
（
五
十
四
歳
）
か
ら
召

さ
れ
た
御
師
匠
人
が
、
天
皇
の
御
前
に
参
進
す
る
と
、
頭
の
蔵
人
が
「
御

琵
琶
」
を
取
っ
て
御
座
の
前
に
置
き
、
ま
た
五
位
の
蔵
人
が
私
に
琵
琶
を

取
っ
て
御
師
匠
人
の
座
前
に
置
く
。

そ
こ
で
、
天
皇
が
御
琵
琶
を
調
え
し
め
ら
れ
、
ま
た
御
師
匠
人
が
同
じ

く
琵
琶
を
調
え
る
。
そ
の
御
師
匠
人
が
「
七
撥
」
を
弾
き
、
天
皇
に
「
万

歳
楽
」
を
授
け
奉
る
。
す
る
と
、
天
皇
が
「
御
所
作
」（
御
琵
琶
の
演
奏
）

を
行
わ
れ
、
そ
の
御
琵
琶
を
置
か
れ
る
。
つ
い
で
初
め
の
役
人
が
参
進
し

て
御
琵
琶
を
取
り
本
所
に
置
く
と
、
御
師
匠
人
が
退
出
し
、
天
皇
が
入
御

さ
れ
る
、
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

C　

今
日
の
御
所
作
（
演
奏
）
に
用
い
ら
れ
た
御
器
は
、「
千
年
と
い
へ

る
う
ち
の
御
も
つ
」（
千
年
も
前
か
ら
と
称
さ
れ
る
御
物
）
で
あ
る
。「
そ

う
し
（
奏
詞
か
）
御
式
」
が
終
れ
ば
、「
御
所
」（
御
常
御
殿
）
の
方
へ
参

ら
れ
、
天
皇
と
御
対
面
の
こ
と
が
あ
り
、
本
路
を
経
て
退
出
さ
れ
る
。

D　

御
師
匠
人
は
「
御
前
の
事
共
」（
御
対
面
な
ど
）
が
終
れ
ば
、
本
路

を
経
て
帰
り
罷
ら
れ
る
。
御
家
に
帰
り
入
ら
れ
る
と
、「
内
」（
内
裏
）
よ

り
「
女
（
傍
注「
勾
当
内
侍
」）

房
」
の
御
文
（
奉
書
）」
で
「
御
禄
」
な
ど
を
賜
わ
っ
た
。

E　

そ
の
女
房
奉
書
に
は
、「
く
ぼ
う
殿
」
か
ら
「
御
琵
琶
は
じ
め
」
が
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今
は
め
で
た
く
行
わ
れ
た
こ
と
を
「
御
満
足
」
に
思
し
召
さ
れ
、「
黄
金

二
十
両
・
御
き
ぬ
三
疋
・
二
し
ゅ
壱
荷
」
を
祝
い
に
賜
り
、
こ
れ
を
「
前

右
府
殿
（
前
右
大
臣
）
御
師
範
（
西
園
寺
賞
季
）」
に
遣
わ
さ
れ
、「
此
道

御
け
ん
栄
（
顕
栄
）
の
御
事
」
と
目
出
た
く
祝
い
思
召
さ
れ
て
い
る
と
心

得
て
、
ま
す
ま
す
御
機
嫌
良
く
あ
つ
て
ほ
し
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
た
。

F　

つ
い
で
、「
御
師
」
を
近
く
に
召
さ
れ
て
「
御
請
文
」
を
賜
る
と
、

御
使
が
禄
物
を
頂
い
て
退
出
す
る
。
夕
方
さ
ら
に
「
け
ふ
の
御
よ
ろ
こ

び
」
と
し
て
、
小
御
所
で
「
糸
た
け
（
竹
）」（
管
弦
楽
）
を
聞
し
召
さ
れ

た
。
そ
こ
で
、
天
皇
ご
自
身
「
は
じ
め
て
御
所
作
」
を
行
わ
れ
、
そ
こ
へ

左
記
の
公
家
た
ち
が
参
り
集
り
、
管
弦
を
奏
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
関
白
鷹
司
政
煕
（
三
十
七
歳
）
は
笛
、
弾
正
尹
美
仁
親
王

（
四
十
一
歳
、
天
皇
の
尊
父
）
は
筝
、
聖
護
院
宮
盈
仁
親
王
（
二
十
六
歳
、

天
皇
の
実
弟
）
も
筝
、「
大
臣
殿
」（
左
大
臣
二
条
治
孝
四
十
四
歳
か
右
大

臣
一
条
忠
良
二
十
四
歳
か
）
は
琵
琶
、
前
内
大
臣
三
条
実
起
（
二
十
四

歳
）
は
笛
、
前
大
納
言
正
親
町
公
明
（
五
十
四
歳
）
は
笙
、
大
納
言
今
出

川
実
種
（
四
十
四
歳
）
は
琵
琶
、
大
納
言
日
野
資
矩
（
四
十
二
歳
）
は

筝
、
中
納
言
四
辻
公
方
（
四
十
一
歳
）
も
筝
、
前
参
議
久
世
通
根
（
五
十

三
歳
）、
三
位
中
将
今
出
川
尚
季
（
十
六
歳
）
が
琵
琶
、
三
位
梅
園
実
兄

（
三
十
三
歳
）
が
笙
、
三
位
豊
岡
和
資
（
三
十
四
歳
）
が
篳
篥
、
三
位
園

池
公
翰
（
三
十
三
歳
）
が
笛
、
近
衛
中
将
正
親
町
実
光
（
二
十
一
歳
）
が

筝
、
近
衛
少
将
花
園
実
章
（
三
十
一
歳
）
が
琵
琶
、
近
衛
少
将
櫛
筍
隆
邑

（
二
十
一
歳
）
が
笙
、
近
衛
少
将
河
鰭
公
陳
（
二
十
五
歳
）
が
篳
篥
、
侍

従
久
世
通
理
（
十
六
歳
）
も
篳
篥
、
侍
従
堀
川
親
実
が
笙
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
御
楽
曲
は
平
調
の
「
万
歳
楽
」
と
「
五
常
楽
」
と
「
林り
ん

歌か

」
と

「
抜
頭
」
と
残の
こ
り
が
く楽

の
「
慶
徳
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
琵
琶
は
「
主
上
」

（
光
格
天
皇
）
が
御
所
作
（
演
奏
）
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
ま
こ
と
に
有
り

難
く
目
出
た
い
こ
と
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
こ
の
日
、
ま
ず
昼
間
に
光
格
天
皇
が
清
涼
殿
へ
出

御
さ
れ
、
朝
餉
間
に
お
い
て
御
師
匠
人
の
西
園
寺
賞
季
か
ら
「
万
歳
楽
」

を
授
け
ら
れ
、
自
ら
御
所
作
（
演
奏
）
し
て
「
御
琵
琶
始
」
の
儀
を
行
わ

れ
た
。

つ
い
で
、
退
出
し
た
御
師
匠
人
の
家
に
女
房
奉
書
と
褒
美
の
黄
金
な
ど

を
賜
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
夕
方
、
小
御
所
に
お
い
て
関
白
と
尊
父
と
実

弟
お
よ
び
十
七
名
の
公
家
た
ち
と
共
に
、「
系
た
け
」
を
催
さ
れ
、
自
ら

琵
琶
の
演
奏
を
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）　

拙
稿
「
光
格
天
皇
の
『
寛
政
新
造
内
裏
還
幸
行
列
絵
巻
図
』」（『
モ
ラ
ロ

ジ
ー
研
究
』
第
七
九
号
、
平
成
二
十
九
年
五
月
）。

（
2
）　

所
功
編
著
『
光
格
天
皇
関
係
絵
図
集
成
』（
国
書
刊
行
会
、
令
和
二
年
三

月
）。
巻
頭
に
こ
の
図
を
二
葉
カ
ラ
ー
で
掲
載
し
た
。

（
3
）　

新
釈
日
本
漢
文
大
系
（
明
治
書
院
）『
礼
記
』
上
中
下
。

（
4
）　

井
上
正
氏
「
古
代
・
中
世
の
音
楽
思
想
の
思
想
的
変
遷
」（『
帝
京
大
学
文

学
部
教
育
学
科
紀
要
』
第
三
七
号
、
平
成
二
十
四
年
三
月
）、
川
口
由
香
氏

「
古
代
か
ら
中
世
に
お
け
る
音
楽
と
社
会
の
変
遷
」（『
立
命
館
大
学
人
文
社
会
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科
学
研
究
所
紀
要
』
第
一
一
二
号
、
平
成
十
九
年
三
月
）
な
ど
。

（
5
）　

正
倉
院
に
伝
わ
る
楽
器
の
う
ち
、「
螺
鈿
紫
檀
五
絃
琵
琶
」（
全
長
108
㎝
・

胴
巾
31
㎝
）
は
、
世
界
で
唯
一
の
宝
物
と
い
わ
れ
、
近
年
（
平
成
二
十
三
年
）

完
全
な
復
元
模
型
も
作
ら
れ
て
い
る
（
御
即
位
記
念
特
別
展
『
正
倉
院
の
世

界
』
図
録
、
東
京
国
立
博
物
館
、
令
和
元
年
十
月
）
参
照
。

（
6
）　

新
訂
増
補
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
）『
日
本
三
代
天
皇
実
録
』
貞
観
九

年
（
八
六
七
）
十
月
四
日
巳
已
条
（
藤
原
貞
敏
卒
伝
）、『
琵
琶
譜
』
序
文
。

（
7
）　

日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
の
『
十
訓
抄
』
巻
十
の
一
九
お
よ
び

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
四
。

（
8
）　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）『
江
談
抄
』、
宮
内
庁
図
書
寮
叢
刊

（
明
治
書
院
）『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
』
所
収
『
琵
琶
全
記
』『
朝
琴
教
録
』。

（
9
）　

相
馬
万
里
子
氏
「『
代
々
琵
琶
秘
曲
御
伝
受
事
』
と
そ
の
前
後
│
持
明
院

統
天
皇
の
琵
琶
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
三
六
号
、
昭
和
六
十
年
二
月
）、
同

「
琵
琶
の
時
代
か
ら
笙
の
時
代
へ
」（
同
上
第
四
九
号
、
平
成
十
年
三
月
）。

（
10
）　
『
古
事
談
』
は
村
上
天
皇
と
し
、『
吉
野
楽
書
』
は
源
高
明
と
す
る
が
、
こ

れ
は
既
に
『
古
事
類
苑
』
楽
舞
部
二
（
吉
川
弘
文
館
刊
本
）
が
指
摘
し
て
い
る
。

（
11
）　
『
御
遊
抄
』『
源
家
長
日
記
』『
順
徳
天
皇
御
記
』（『
大
日
本
史
料
』
元
久

二
年
正
月
十
三
日
条
）。

　

今
村
み
ゑ
子
氏
「
順
徳
天
皇
と
音
楽
」（『
明
月
記
研
究
』
第
七
号
、
平
成
十
四

年
十
二
月
）、
磯
永
絵
氏
『
院
政
期
音
楽
説
譜
の
研
究
』（
和
泉
書
院
、
平
成
十

四
年
一
月
）。

（
12
）　

豊
永
聡
美
氏
『
中
世
の
天
皇
と
音
楽
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
八
年
十

二
月
）、
同
『
天
皇
の
音
楽
史
』（
同
上
、
平
成
二
十
九
年
一
月
）。

（
13
）　

宮
内
庁
図
書
寮
叢
刊
（
明
治
書
院
）『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
』
二
所
収
。

（
14
）　

豊
永
聡
美
氏
『
天
皇
の
音
楽
史
』（
注
12
）
八
〇
・
一
九
七
頁
。

（
15
）　

宮
内
省
編
『
後
土
御
門
天
皇
実
録
』（
ゆ
ま
に
書
房
複
製
本
、
平
成
二
十

一
年
）
文
正
元
年
十
二
月
二
十
日
条
。

（
16
）　

宮
内
省
編
『
光
格
天
皇
実
録
』（
ゆ
ま
に
書
房
複
製
本
、
平
成
十
八
年
）。

（
17
）　

以
下
、
公
卿
の
寛
平
九
年
（
一
七
九
七
）
当
時
の
数
え
年
齢
は
、『
公
卿

補
任
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
）
の
記
載
を
参
照
し
た
。

（
付
）　

注
（
2
）
絵
図
集
成
の
主
要
目
次
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

Ⅰ　

絵
図
篇

　
　

一　
『
御
即
位
次
第
略
解
』
安
永
九
年
御
即
位
式

　
　

二　

御
元
服
関
係
図　

安
永
十
年
御
元
服

　
　

三　
『
寛
政
新
造
内
裏
還
幸
行
列
絵
図
』
寛
政
二
年
還
幸

　
　

四　
『
天
皇
御
還
幸　

御
行
列
之
図
』
寛
政
二
年
還
幸

　
　

五　
『
新
嘗
祭
神
膳
行
列
次
第
幷
図
』
寛
政
三
年
新
嘗
祭

　
　

六　

公
卿
勅
使
『
宮
川
川
原
祓
之
図
』
享
和
元
年
参
宮

　
　

七　
『
石
清
水
臨
時
祭
御
再
興
図
画
』
文
化
十
年
再
興

　
　

八　
『
賀
茂
臨
時
祭
御
絵
巻
』
文
化
十
一
年
再
興

　
　

九　
『
桜
町
殿
行
幸
図
』
文
化
十
四
年
御
譲
位

　
　
　
　

◎
参
考 

a
「
禁
裏
御
所
絵
図
」
と
「
仙
洞
御
所
絵
図
」 

 

b
「
桜
町
御
所
之
図
」
と
「（
行
幸
）
内
裏
図
」

　
　

十　
『
光
格
上
皇
修
学
院
御
幸
儀
仗
図
絵
巻
』
文
政
七
年

　
　

Ⅱ　

解
説
篇　

詳
細
な
解
説
論
文
を
十
篇
収
録

　
　

Ⅲ　

参
考
篇

　
　
　
　

 『
宸
翰
英
華
』
所
載
の
光
格
天
皇
宸
筆
、 

 

宮
内
省
編
『
光
格
天
皇
実
録
』
綱
文
抄
、 

 

本
書
要
旨
英
訳
、
人
名
索
引
な
ど
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（1）

（3）

（5）（御琵琶長櫃）



37 『光格天皇御琵琶始之図』に関する覚書

（2）

（4）

（6）
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（7）

（9）

（11）

A

C



39 『光格天皇御琵琶始之図』に関する覚書

（8）

（10）

（12）

B
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（13）

（14）

前頁下段（12）の拡大部分

D

FG

E

（光格天皇） （西園寺賞季）


